
広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
五
十
号 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
一
年
広
島
県
条
例
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
表
の
第
四
号
の
二
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

⑴ 

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
販
売
者
の
届
出
及
び
販
売
者
に
係
る
届
出
事
項
の
変
更
の 

 
 
 

届
出
の
受
付 

 

第
二
条
の
表
の
第
四
号
の
二
中
⑵
を
削
り
、
同
号
⑶
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一

項
」
に
、
「
第
十
三
条
の
三
」
を
「
第
四
十
三
条
」
に
改
め
、
同
号
中
⑶
を
⑵
と
し
、
同
号
⑷
中
「
第
十

三
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
中
⑷
を
⑶
と
し
、
同
号
⑸
中
「
第
十
三
条
第

三
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
三
項
」
に
、
「
第
十
三
条
の
三
」
を
「
第
四
十
三
条
」
に
改
め
、
同
号
中
⑸

を
⑷
と
し
、
同
号
⑹
中
「
第
十
三
条
の
三
」
を
「
第
四
十
三
条
」
に
、
「
第
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
三

十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
中
⑹
を
⑸
と
し
、
同
号
⑺
中
「
第
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
一
条

第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
中
⑺
を
⑹
と
し
、
⑻
を
⑺
と
し
、
⑼
を
⑻
と
し
、
同
表
の
第
八
号
の
三
⑴
中
「

第
十
八
条
第
十
六
項
」
を
「
第
十
八
条
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同
号
⑵
中
「
第
十
八
条
第
十
七
項
」
を
「

第
十
八
条
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
号
⑶
中
「
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
四
第
一

項
」
に
改
め
、
同
号
⑹
中
「
第
三
十
六
条
第
八
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
号
中

を

削
り
、
同
表
の
第
三
十
五
号
中
「
第
四
号
の
二
⑹
及
び
⑺
」
を
「
第
四
号
の
二
⑸
及
び
⑹
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
の
表
の
第
五
号
⑺
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
及

び
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
⒀
中
「
第
八
十
五
条
第
三
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
八
十
五
条
第
三
項
、
第

五
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
二
条
の
表
の
第
四
号
の
二
の
改
正
規
定
及
び
同
表
の
第
三
十
五
号
の
改
正
規
定 

農
薬
取
締
法 

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第
一
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日 

 

二 

第
二
条
の
表
の
第
八
号
の
三
の
改
正
規
定 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日 


